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費用対効果評価における公的分析実施機関の選定について 

 

2019 年 4 月より、医薬品・医療機器を対象とした費用対効果評価制度が導入されました。この費用対効果

評価のプロセスでは、評価対象品目を有する製造販売業者が費用対効果データを提出し、提出されたデータに

ついて、国立保健医療科学院保健医療経済評価研究センター(C2H)及び大学等の公的分析実施機関により、

検証（レビュー）･再分析が実施され、費用対効果評価専門組織へと報告されることとなります。 

このたび、国立保健医療科学院は、公的分析実施機関として聖路加国際大学及び立命館大学の両機関と契

約を締結しました。現在のところ、国内で実施機関として契約したのは両大学のみです。 

諸外国、例えば英国 NICE では、ヨーク大学やシェフィールド大学などが公的分析機関としての役割を果たし

ており、いずれも医療経済学研究、あるいは医療経済学における人材育成において国際的にも中心的な役割を

果たしています。我が国における公的分析実施機関においても、公的分析の実施のみならず、医療経済学研究

の中心的な機関として、本分野を先導していくことが期待されます。 
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